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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年９月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年５月９日 ０４時５２分ごろ 

発生場所 長崎県五島市椛
かば

島南方沖 

 五島市所在の鷹
たか

ノ
の

巣
す

鼻
はな

灯台から真方位１８５°６,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４１.９′ 東経１２９°００.１′） 

事故調査の経過  平成２５年５月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二十八順
じゅん

洋
よう

丸、８.５トン 

   ＮＳ２－１４９６４（漁船登録番号）、有限会社順洋 

   １４.３０ｍ（Lr）×３.３１ｍ×１.１４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５０２kＷ、平成３年４月２３日 

   第２９２－４６７０６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 三鷹
み た か

丸、４.９３トン 

   ＮＳ３－６０４４９４（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.６０ｍ（Lr）×２.２０ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５０年４月９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年１月３１日 

    免許証交付日 平成２１年７月２２日 

           （平成２６年７月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年８月８日 

    免許証交付日 平成２４年１０月１１日 

           （平成２９年１０月１０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首外板に擦過傷及び左舷ビルジキールに割損 

Ｂ 左舷側外板及び船尾外板に亀裂及び割損、操舵室が大破（全損処

理） 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか甲板員４人が乗り組み、船長Ａが操舵室右舷側

の椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、甲板員４人が船員室で休憩をと

り、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、五島市男女
だんじょ

群島周辺の漁

場に向かった。 

 Ａ船は、約１７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で椛

島北東方沖を南進中、船長Ａが左舷船首方２海里（Ｍ）付近に他船

（以下「Ｃ船」という。）の船尾灯を認めた。 

 Ａ船は、椛島南東方沖を南南西進中、船長Ａが、０.７５Ｍレンジ

から３Ｍレンジに切り替えたレーダー画面を見てＣ船が左舷船首方２

Ｍ付近を南進していることを確認したのち、目視でＣ船の動静に注意

を向けて航行を続けていたところ、平成２５年５月９日０４時５２分

ごろ、椛島南方沖において、突然、衝撃を感じ、後方を振り向いてＢ

船と衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を

表示し、椛島南南東方沖にある角
かど

ノ曽根南方の漁場に向かった。 

 船長Ｂは、操舵室の左舷側に立って自動操舵で操船を行い、約９kn

の速力として椛島南方沖を東進中、目視によってＢ船の近くの見張り

を注意して行っていたところ、左舷前方約５０～１００ｍの所にＡ船

の白灯、緑灯及び紅灯を認め、自動操舵から手動操舵に切り替えて右

舵を取り、危険を感じて操舵室右舷前部に身をかがめた直後、Ａ船の

船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

 船長Ｂは、操舵室が大破して計器等が散乱していたものの、機関の

操縦レバーを探してクラッチを中立にし、Ｂ船を停船させた。 

 船長Ａは、停船したＢ船にＡ船を横着けしたところ、船長ＢからＢ

船の機関室に浸水していることを聞き、Ａ船のポンプで排水作業を行

い、１１８番通報したのち、Ａ船でＢ船を横抱きにして五島市福江港

に入港した。 

 船長Ｂは、来援した巡視艇に移乗して福江港に運ばれたのち、救急

車で病院に搬送され、全身打撲、左膝関節打撲傷、左膝関節水腫及び

頭部挫創と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

   日出時刻 ０５時３０分、常用薄明開始時刻 ０５時０３分 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、狭い海域を航行するときはレーダー及び目視による見張

りを行っていたが、広い海域を航行するときは目視に頼った見張りを

行っていた。 

 Ａ船は、本事故当時、船長Ａが操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて操

船に当たっていたが、その位置からは操舵室前部右舷側の窓枠によ

り、右斜め前方に約１０°の死角が生じていた。 

 Ｂ船には、レーダーはなかった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、椛島南方沖を南南西進中、船長Ａが、Ａ船の左舷船首方を

南進していたＣ船の動静に注意を向け、見張りを適切に行っていなか

ったことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、椛島南方沖を東進中、船長Ｂが、Ｂ船の近くの見張りを行

い、左舷前方至近に接近したＡ船の灯火に気付いたことから、右舵を

取ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、椛島南方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が

東進中、船長Ａが見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが左舷

前方至近に接近したＡ船の灯火に気付いたため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・目視のみによる見張りに頼らず、特に、夜間においては、レーダ

ーを有効に活用して見張りを適切に行うこと。 

 ・他船を視認した場合、他船のみに注意を向けることなく、周囲の

見張りを適切に行うこと。 

 ・常時適切な見張りを行い、周囲の船舶を早期に発見すること。 

 


